
新 旧 

第１条~第３条 略 第１条~第３条 略 

第４条（電子的価値の購入） 
１~２ 略 
３ 利用者に電子的価値の購入の申込があったときは、当社は、購入代金相当額の電子的
価値を発行するものとします。但し、以下の各号の場合、当社は、その発行を拒絶するこ
とができるものとします。 
（１）第５条第３項に定める送金制限額を超えて購入の申込をした場合 
（２）利用者が、同一日に同一受取人に対して合計１０万円を超える送金を行うために、
購入の申込をした場合 
（３）当社が本規約第９条第１項及び第２項に基づきちょコム送金の提供を停止又は中止
している場合 
（４）利用者が本人以外の者と判断される場合 
（５）利用者が、ちょコム送金を犯罪又は公序良俗に反する目的で利用しているおそれが
あると当社が判断した場合 
（６）利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋・社会運
動等標榜ゴロ・特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者又は暴力的要求行為、法的責
任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行う者（以下、総称して「反社会
的勢力」といいます。）であると認められる場合 
（７）利用者が反社会的勢力に対する資金又は役務等の提供その他反社会的勢力と何らか
の関係を有する行為をし、又はしようとするものと認められる場合 
（８）その他電子的価値を発行することが不適当であると当社が判断した場合 
４~５ 略 

第４条（電子的価値の購入） 
１~２ 略 
３ 利用者に電子的価値の購入の申込があったときは、当社は、購入代金相当額の電子的
価値を発行するものとします。但し、以下の各号の場合、当社は、その発行を拒絶するこ
とができるものとします。 
（１）第５条第３項に定める送金制限額を超えて購入の申込をした場合 
（２）当社が本規約第９条第１項及び第２項に基づきちょコム送金の提供を停止又は中止
している場合 
（３）利用者が本人以外の者と判断される場合 
（４）利用者が、ちょコム送金を犯罪又は公序良俗に反する目的で利用しているおそれが
あると当社が判断した場合 
（５）利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋・社会運
動等標榜ゴロ・特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者又は暴力的要求行為、法的責
任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行う者（以下、総称して「反社会
的勢力」といいます。）であると認められる場合 
（６）利用者が反社会的勢力に対する資金又は役務等の提供その他反社会的勢力と何らか
の関係を有する行為をし、又はしようとするものと認められる場合 
（７）その他電子的価値を発行することが不適当であると当社が判断した場合 
４~５ 略 

第５条 略 第５条 略 

第６条（ちょコム送金の利用制限） 
１ 本規約第５条第１項にかかわらず、以下の各号に該当する場合は、ちょコム送金を利
用できないものとします。 
（１）ちょコム送金を悪用し、又は利用しようとする場合 
（２）同一日に同一送金人から、複数回に分けて合計１０万円を超える送金がなされた場
合 
（３）換金を目的とした商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他有価証券
等の購入又は販売、ビットコイン等の通貨類似の商品の購入又は販売、キャッシング目的
でのちょコム送金の利用、その他クレジットカードの利用状況が不適切であると当社が判
断した場合 
（４）~（９） 略 
２~３ 略 

第６条（ちょコム送金の利用制限） 
１ 本規約第５条第１項にかかわらず、以下の各号に該当する場合は、ちょコム送金を利
用できないものとします。 
（１）ちょコム送金を悪用し、又は利用しようとする場合 
（２）換金を目的とした商品購入または販売、キャッシング目的でのちょコム送金の利用、
その他クレジットカードの利用状況が不適切であると当社が判断した場合 
（３）ビットコイン等の通貨類似の商品の購入又は販売であると当社が判断した場合 
（４）~（９） 略 
２~３ 略 

新旧対照表（ちょコム送金利用規約２） 

１ 



新 旧 

第７条~第２０条 略 第７条~第２０条 略 

附則 
本改正規約の効力発生日は、平成２９年４月２８日とします。 
 
略 
 
平成２９年４月２８日改定 

附則 
本改正規約の効力発生日は、平成２７年９月２日とします。 
 
略 

新旧対照表（ちょコム送金利用規約２） 

１ 


